
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     内  訳 
 
事業の種類 

雇用保険率 
失業等給付・育児休業給付の料率 二事業の料率 

被保険者負担分 事業主負担分 

いわゆる一般の事業 
1,000 分の 15.5 

〔1,000 分の 15.5〕 

1,000 分の６ 
〔1,000 分の６〕 

1,000 分の６ 
〔1,000 分の６〕 

1,000 分の 3.5 
〔1,000 分の 3.5〕 

計 1,000 分の 9.5 
〔1,000 分の 9.5〕 

いわゆる農林水産業 
清酒の製造の事業 

1,000 分の 17.5 
〔1,000 分の 17.5〕 

1,000 分の７ 
〔1,000 分の７〕 

1,000 分の７ 
〔1,000 分の７〕 

1,000 分の 3.5 
〔1,000 分の 3.5〕 

計 1,000 分の 10.5 
〔1,000 分の 10.5〕 

いわゆる建設の事業 
1,000 分の 18.5 

〔1,000 分の 18.5〕 

1,000 分の７ 
〔1,000 分の７〕 

1,000 分の７ 
〔1,000 分の７〕 

1,000 分の 4.5 
〔1,000 分の 4.5〕 

計 1,000 分の 11.5 
〔1,000 分の 11.5〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事・労務に役立つ NEWS LETTER 

2024 年（令和 6 年）4 月号 

11200 日 

令和６年度の雇用保険の保険料率 前年度と同率（据え置き） 

令和６年 10 月から、常時 50 人を超え 100 人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされるため、当該事

業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、週所定労働時間 20 時

間以上、月額賃金 8.8 万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う

必要があります。その対象となる事業所では、どのような手続が必要となるのでしょうか？ 

令和６年 10月からの短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大❷ 

令和６年度の雇用保険の保険料率は、令和５年度の率と同じで決定いたしました。 

発行：はっとり社会保険労務士事務所 
〒635-0058 大和高田市西坊城 162-1 

TEL（0745）52-2707   FAX（0745）61-4284   

   Email：h-chan@leto.eonet.ne.jp 

 

 

★雇用保険に関する保険料のうち、雇用保険二事業に充てる部分は、その全額を事業主の方々が負担しており、助成

金の主な財源になっています。助成金についても、令和６年度に向けた新しい情報が徐々に公表されることになると

思われます。必要なものについては、適時お伝えするようにします。 

 

 

･････令和６年 10月からの更なる適用拡大の具体的内容➋／規模要件に該当した企業における手続は？････ 

･･･････････････････････････････････令和６年度の雇用保険の保険料率････････････････････････････････ 

●令和６年度の雇用保険の保険料率と負担の内訳 

次ページへ続く 

４ 
2024 

事 務 所 通 信 

〔   〕は令和５年度の率 

通常、特定適用事業所に該当した場合、日本年金機構の事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出る必

要があります（健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出

ることになります）。 

  ↓ しかし 

新たな規模要件に該当し、施行日（令和６年 10 月１日）から特定適用事業所に該当する場合については、次

のように取り扱うこととされています。 

次ページへ続く 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 上記のように特定適用事業所に該当したことについては、手続は不要です。 

逆にいえば、要件に該当していれば、手続をしなくても、特定適用事業所として取り扱われることになりま

す。しかし、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合には、被保険者の資格取得に関する手

続が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 中小企業では、人手不足というネックもあり、生産性を高めた上で賃上げを実施することは、なかなか

難しい状況にありますね。 

人手不足への対応としては、賃上げにつなげるためにも、省力化や多様な人材の活躍推進などの取組が求め

られるところですが、中小企業では、採用活動の強化に偏っている傾向にあるようです。 

 

ｓ 

 

 

 

･ 

 

 
◆あとがき◆ 新年度が始まりました。大企業中心に今年の春闘は、33 年振りの大幅な賃上げとなって

いますが、中小企業では特に高騰する原材料費や人件費などの価格転嫁が難しい状況が続いています。 

4/10 ● ３月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

 4/15 ● 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限 

4/30 ● ３月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● ２月決算法人の確定申告と納税・８月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● ３月・８月・11 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

● 労働者死傷病報告（１月～３月分）の提出期限 

 

中小企業の 65.6％が人手不足と回答（日商の調査） 
日本商工会議所から、「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」の集計結果が公表されました。 

（調査期間は本年１月４日～26 日：回答があった中小企業 2,988 社の結果を集計） 

ここでは、企業実務に着目して、影響が大きい改正事項を紹介します。 

･･････････････「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」から抜粋･････････････ 

お仕事 

カレンダー 

４月 

＜人手不足の状況＞ 

□ 人手が「不足している」と回答した企業は 65.6％。３社に２社が人手不足の厳しい状況続く。 

□ 人手不足への対応方法は、「採用活動の強化（非正規社員含む）」（81.1％）が最多。 

「事業のスリム化、ムダの排除、外注の活用」（39.1％）や、「女性・高齢者・外国人材など多様な人材の活躍

推進」（37.3％）は、４割弱にとどまる。 

＜令和６年度の賃上げ＞ 

□ 令和６年度に「賃上げを実施予定」とする企業は 61.3％と６割超。昨年度から 3.1 ポイント増加。 

□ 従業員規模５人以下の企業では、「賃上げ実施予定」は 32.7％と３割強にとどまり、「賃上げを見送る予定

（引下げ予定を含む）」が 16.8％と２割近く。 

「賃上げ実施予定」の企業の割合は、規模が小さい企業ほど低い。 

□ 令和６年度の賃上げ率の見通しについては、「３％以上」とする企業が 36.6％と４割近くに達しており、

「５％以上」とする企業は１割（10.0％）にとどまっている。 

令和５年 10 月から令和６年８月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が６か月以上

50 人を超えたことが確認できる場合は、日本年金機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当し

たものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付するため、特定適用事業

所該当届の届出は不要です（法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対して通知

書を送付）。 

なお、特定適用事業所となったことに伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、各適

用事業所がその者に係る被保険者資格取得届を令和６年 10 月７日までに日本年金機構の事務センター等へ

届け出る必要があります（健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組

合へ届け出ることになります）。 


